
 
 

 

平成３０年度 泉南市債権徴収計画

（単位 ： 円 、 ％）

平成２９年度

現年・滞納繰越

収入未済額 徴収額 徴収率

20,135,215 382,909,154 153,000,000 40.0

46,826,685 92,674,296 8,000,000 8.6

89,558,533 241,599,719 58,660,412 24.3

799,494 5,294,924 2,549,012 48.1

12,641,187 34,662,526 4,604,845 13.3

0 7,336,902 1,467,380 20.0

0 1,918,450 1,150,000 59.9

0 830,300 480,000 57.8

0 198,000 67,000 33.8

1,960,782 23,089,697 9,467,000 41.0

0 7,145,430 564,000 7.9

0 130,000 60,000 46.2

8,589,793 17,989,080 1,000,000 5.6

31,521 951,855 305,843 32.1

0 145,697 145,697 100.0

0 625 625 100.0

0 30,000 30,000 100.0

0 1,923,636 1,923,636 100.0

0 75,200 46,200 61.4

0 24,265 24,265 100.0

0 3,500 3,500 100.0

0 25,384,500 2,920,000 11.5

0 2,184,339 168,000 7.7

1,591,500 1,420,300 500,000 35.2

4,221,411 250,991,387 221,557,000 88.3

186,356,121 1,098,913,782 468,694,415 42.7

※ 平成２９年度整理額とは、平成２９年度の不納欠損額です。

※ 平成２９年度現年・滞納繰越収入未済額とは、平成２９年度会計において現年分、滞納繰越分それぞれで収入すべきところ、

できなかった額で、平成３０年度会計においては、滞納繰越分として調定がなされる額です。

※ 水道料金について、会計上、平成２９年度現年・滞納繰越収入未済額に２月・３月分の水道料金が含まれているため、

額が大きくなっています。

（不納欠損額 ： すでに調定された歳入で徴収ができないと認定された額）

（現年分 ： その年度（表の場合平成２９年度）に新たに発生した債権のこと）

（滞納繰越分 ： その年度より以前に発生したものの収入されず、当該年度に繰り越された債権のこと）

（調定 ： 調査・決定の略。地方公共団体の歳入を徴収しようとする場合に、長が地方自治法第231条の規定に基づき、

 その歳入の内容を調査して収入金額を決定する行為。）

店舗使用料

留守家庭児童会費

兵庫県南部地震に伴う災害援護資金貸付金元利収入

高齢者住宅等安心確保事業利用料

障害児通所施設利用者負担金

心身障害児通園施設給食及びおやつ代

住宅使用料

保育等利用者負担金

認定こども園等使用料

受益者負担金

債権名称 平成２９年度整理額

生活保護法７８条による返還金

国民健康保険税

後期高齢者医療保険料

介護保険料

介護給付費返還金

平成３０年度滞納繰越

目標

合計

水道料金

下水道使用料

児童扶養手当返還金

児童手当返還金

生活保護法６３条による返還金

一般被保険者返納金

老人ホーム措置入所者本人負担金

認定こども園等使用料（給食代）

公園使用料

【強制徴収公債権】

【非強制徴収公債権】

【私債権】

市税


